
R3
※　太線内＝シーリング対象経費
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①削減額の上乗せ分

 (ｱ) シーリング対象外経費の見直し　　　 削減額

別途指示  (ｲ) 事業の廃止（国制度の廃止や終期設定等によるものを除く）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　削減額の20％

②増収額等の上乗せ分

別途指示 所要額 　   新たな工夫を講じたことにより歳入確保を行った場合の増収見込額を上乗せ可能

③その他の特別分

 (ｱ) 主要施策・事業協議に提出された新規事業

 (ｲ) 全国規模のイベント等で単年度多額の経費を要する事業

 (ｳ) 施設の新・増設に伴う管理的経費の増加額

 (ｴ) 県の支出が義務化しているため、事業の見直しが困難であるとして、別途指定する事業

 (ｵ) 主要施策・事業協議を経て令和2年度に新規に計上した事業のうち、別途指定する事業

 (ｶ) 新型コロナウイルス感染症に対応した緊急対策に該当する事業のうち、別途指定する事業

 (ｷ) その他、総合計画に掲載された施策を進める上で特に必要な別途指定する事業

別途指示する額の範囲内

所要額（継続費、債務負担
行為を設定している事業
は、R２設定額）

別途指示する額の範囲内

を上乗せ可能

R２臨時的事業等
（その他行政経費）

③その他の特別分

繰

出

金

扶

助

費

的

補

助

金

積

立

金

・

出

資

金

試

験

研

究

費

公

共

事

業

費

県

単

独

公

共

事

業

費

そ

の

他

継
続
費
・
債
務
負
担
行
為
な
ど

人

件

費

扶

助

費

①

削

減

額

の

上

乗

せ

分

②

増

収

額

等

の

上

乗

せ

分

その他
行政経費
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シーリング対象経費について

［ 令和2年度当初予算額 ］

投資的経費 義務的経費
義務的経費に
準ずる経費 経
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R２年度当初予算の９０％の範囲内
（一般財源ベース）

削減


